
別
記
様
式
第
二
（
第
四
十
三
条
の
四
関
係
）

備
考

図
示
の
長
さ
の
単
位
は
、
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

平成˜™年™月™˜日 月曜日 (号外第š—号)官 報

100

昭
和
四
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
（
第
四
十
一
条
第
二
項
第
三
号
の
表
の
ハ
に
掲

げ
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
）
ま
で
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
第
四
十

一
条
第
二
項
第
三
号
の
表
の
ロ
及
び
ハ
並
び
に
第
三
項
本
文
（
第
四
十
一
条
第
二
項
第
三
号
の
表
の
ロ
に
係
る
部

分
に
限
る
。）の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
動
車
の
両
側
面
に
備
え
る
方
向
指
示
器
（
第
四
十
一
条
第
三
項
第
九
号

に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。）は
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

自
動
車
（
大
型
貨
物
自
動
車
等
、
二
輪
自
動
車
、
側
車
付
二
輪
自
動
車
、
カ
タ
ピ
ラ
及
び
そ
り
を
有
す
る
軽

自
動
車
、
幅
〇
・
八
メ
ー
ト
ル
以
下
の
自
動
車
並
び
に
第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
た
だ
し
書
の
自
動
車
を
除

く
。）の
両
側
面
に
備
え
る
方
向
指
示
器
は
、
自
動
車
の
後
端
（
後
面
の
両
側
に
方
向
指
示
器
を
備
え
た
自
動
車

に
あ
つ
て
は
、
当
該
方
向
指
示
器
を
結
ぶ
直
線
）
を
含
み
車
両
中
心
面
に
直
交
す
る
鉛
直
面
上
で
自
動
車
の
最

外
側
か
ら
外
側
方
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
相
当
す
る
点
に
お
け
る
地
上
一
メ
ー
ト
ル
か
ら
二
・
五
メ
ー
ト
ル
ま

で
の
す
べ
て
の
位
置
か
ら
指
示
部
を
見
通
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

大
型
貨
物
自
動
車
等
の
両
側
面
の
前
部
に
備
え
る
方
向
指
示
器
は
、
自
動
車
の
後
面
の
両
側
の
方
向
指
示
器

を
結
ぶ
直
線
を
含
み
車
両
中
心
面
に
直
交
す
る
鉛
直
面
上
で
自
動
車
の
最
外
側
か
ら
外
側
方
一
メ
ー
ト
ル
の
距

離
に
相
当
す
る
点
に
お
け
る
地
上
一
メ
ー
ト
ル
か
ら
二
・
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
す
べ
て
の
位
置
か
ら
指
示
部
を

見
通
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

牽け
ん

引
自
動
車
（
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
た
だ
し
書
の
自
動
車
（
大
型
特
殊
自
動
車
及
び
小
型
特
殊
自
動

車
を
除
く
。）を
除
く
。）と
被
牽け

ん

引
自
動
車
と
を
連
結
し
た
場
合
（
牽け
ん

引
自
動
車
又
は
被
牽け
ん

引
自
動
車
が
大
型
貨

物
自
動
車
等
で
あ
る
場
合
に
限
る
。）に
お
い
て
牽け

ん

引
自
動
車
又
は
被
牽け
ん

引
自
動
車
の
両
側
面
に
備
え
る
方
向
指

示
器
は
、
被
牽け

ん

引
自
動
車
の
後
端
（
後
面
の
両
側
に
方
向
指
示
器
を
備
え
た
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
当
該
方
向

指
示
器
を
結
ぶ
直
線
）
を
含
み
車
両
中
心
面
に
直
交
す
る
鉛
直
面
上
で
自
動
車
の
最
外
側
か
ら
外
側
方
一
メ
ー

ト
ル
の
距
離
に
相
当
す
る
点
に
お
け
る
地
上
一
メ
ー
ト
ル
か
ら
二
・
五
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
す
べ
て
の
位
置
か
ら

指
示
部
を
見
通
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
六
十
三
条
の
二
第
二
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

方
向
指
示
器
は
、
第
四
十
一
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
（
第
三
号
の
表
の
ハ
を
除
く
。）及
び
第
三

項
（
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
除
く
。）の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
六
十
七
条
の
二
第
十
五
項
中
「
第
四
十
一
条
第
八
項
第
二
号
及
び
第
三
号
」
を
「
第
四
十
一
条
第
二
項
第
二
号

及
び
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
四
十
一
条
第
八
項
第
九
号
及
び
第
十
号
」
を
「
第
四
十
一
条

第
三
項
第
六
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
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平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
原
動
機
付
自
転
車
に
つ
い
て
は
、
第
六
十
三
条
の
二
第
二

項
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
基
準
に
適
合
す
る
方
向
指
示
器
を
備
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

方
向
指
示
器
は
、
第
四
十
一
条
第
二
項
第
二
号
並
び
に
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
（
第
三
号
及
び
第

五
号
を
除
く
。）及
び
第
十
一
号
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

方
向
の
指
示
を
前
方
又
は
後
方
に
対
し
て
表
示
す
る
た
め
の
方
向
指
示
器
の
各
指
示
部
の
車
両
中
心
面
に
直

交
す
る
鉛
直
面
へ
の
投
影
面
積
は
、
七
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三

方
向
指
示
器
は
、
方
向
の
指
示
を
表
示
す
る
方
向
三
十
メ
ー
ト
ル
の
距
離
か
ら
昼
間
に
お
い
て
点
灯
を
確
認

で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

別
記
様
式
を
別
記
様
式
第
一
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

（
装
置
型
式
指
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

装
置
型
式
指
定
規
則
（
平
成
十
年
運
輸
省
令
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
第
二
十
二
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
二
十
一
号
を
第
二
十
六
号
と
し
、
第
二
十
号
を
第
二
十
四
号
と

し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
五

法
第
四
十
一
条
第
十
五
号
の
指
示
装
置
の
う
ち
方
向
指
示
器
（
車
両
総
重
量
が
八
ト
ン
以
上
又
は
最
大

積
載
量
が
五
ト
ン
以
上
の
普
通
自
動
車
（
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
を
牽け

ん

引
す
る
牽け

ん

引
自
動
車
、
乗
車
定
員
十
一
人
以
上

の
自
動
車
及
び
そ
の
形
状
が
乗
車
定
員
十
一
人
以
上
の
自
動
車
の
形
状
に
類
す
る
自
動
車
を
除
く
。）の
両
側
面

の
中
央
部
に
備
え
る
も
の
を
除
く
。）

第
二
条
中
第
十
九
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、
第
十
三
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
を
四
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
二
号

を
第
十
四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
五

法
第
四
十
一
条
第
十
三
号
の
灯
火
装
置
の
う
ち
後
部
霧
灯

十
六

法
第
四
十
一
条
第
十
三
号
の
灯
火
装
置
の
う
ち
後
退
灯

Ÿ


